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市条例制定に伴う経過措置について 

 

市条例施行前に許可を受けている広告物で、市条例制定に伴い規制地域・許可基準の変更に

より既存不適格となる物件を引き続き表示できる特例期間は、平成 32年 3月 31日までです。 

【市条例附則３】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 ⑥ 

新条例施行日 

（H29.4.1） 

施行日から最長３年後 

（H32.3.31） 

県条例の基準に基づき、 

継続して掲出可 

是
正
・
撤
去 

新条例の基準に基づき、 

掲出 


